
【 リチウム電池の航空輸送に関する国際基準 】
〈主な航空輸送基準〉各包装基準のSectionⅡに該当するもの

〈航空輸送基準詳細〉

【基準数値】
・リチウムイオン電池　１梱包あたり電池重量：5㎏以内　　・電池１個あたりワット時定格値：単電池　20Wh以内、組電池　100Wh以内
・リチウム金属電池　　１梱包あたり電池重量：5㎏以内　　・１梱包あたり金属含有量：単電池　1g以下、組電池　2g以下
【その他】
・主な梱包条件：①1.2mから落下させてもリチウム電池に損傷などがない梱包（機器と電池が同梱の場合）
　　　　　　　　②24時間、同一包装を3m積み上げた場合でも変形や、電池の損傷などがない梱包
　　　　　　　　③機器の電源を完全に切り、意図せず電源が入らない梱包
・電池充電率：機器と電池が同梱のリチウムイオン電池の場合、充電率は30％まで
・下記の物品は航空搭載不可：
　リチウム電池部分の不良や破損・故障がある品物（リコール品含む）、電池・バッテリーのみ（電池単体）、熱を発する機器

電池種類

電池状態

①ワット時定格量が20Wh 以下の単電池である
②ワット時定格量が100Wh 以下の組電池である
③１包装物のリチウム電池の総質量が５ kg 以下である

④１包装物の電池の最大個数は、機器を作動させるために必要な電池と予備の電池２つ
までである

⑤電池が下記の条件を満たしていること
・損傷又は欠陥がある電池ではない
・国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されている
・単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式であり、当該試験結果が常に提供可能である
・組電池のワット時定格値は、2009年1月1日より前に製造されたものを除き電池の外表面上にワット時定格量が表示されている

電池の充電率 ①電池の充電率が30%以下である ①電池の充電率が30%以下であることが望ましい

包装容器

①外装容器は下記の基準を満たした頑丈な容器を使用すること
・ダンボール製又はプラスチック製、鋼製、アルミニウム製、他の金属製、天然木材製、合板製、再生木材製など強度を持った包装容器
・24時間、同一包装を3m積み上げた場合でも、変形や電池の損傷などがない容器

②単電池または組電池を密閉された内装容器に梱包し、頑丈な外装容器に収納すること
③1.2ｍ の高さからどのように落下させても、電池の損傷、電池同士が接触する
　ような移動又は内容物の漏出がない容器

①ショートを防止するよう電池を個別に保護すること
②機器は強固な外装容器内で動かないように固定し、複数の機器を収納する場合は、相互に接触しないよう個別に梱包すること

①輸送中に機器が偶発的な作動をしないよう電源スイッチを保護すること

①外装容器に電池マークを貼付すること
②電池マークは折り曲げずに包装物の表面、または側面の一つの面に貼付すること
　（外装容器は電池マークを1つの面に貼付できる大きさを確保すること）

電池種類

電池状態

①リチウム金属含有量が１ g 以下の単電池である
②リチウム金属含有量が２ g 以下の組電池である
③１包装物のリチウム電池の総質量が5 kg 以下である

④１包装物の電池の最大個数は、機器を作動させるために必要な電池と予備の電池２つ
までである

⑤電池が下記の条件を満たしている
・損傷又は欠陥がある電池ではない
・ 国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されている
・単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式であり、当該試験結果が常に提供可能である

包装容器

①外装容器は下記の基準を満たした頑丈な容器を使用すること
・ダンボール製又はプラスチック製、鋼製、アルミニウム製、他の金属製、天然木材製、合板製、再生木材製など強度を持った包装容器
・24時間、同一包装を3m積み上げた場合でも、変形や電池の損傷などがない容器

②単電池または組電池を密閉された内装容器に梱包し、頑丈な外装容器に収納すること
③1.2ｍ の高さからどのように落下させても、電池の損傷、電池同士が接触する
　ような移動又は内容物の漏出がない容器

①ショートを防止するよう電池を個別に保護すること
②機器は強固な外装容器内で動かないように固定し、複数の機器を収納する場合は、相互に接触しないよう個別に梱包すること

①輸送中に機器が偶発的な作動をしないよう電源スイッチを保護すること

①外装容器に電池マークを貼付すること
②電池マークは折り曲げずに包装物の表面、または側面の一つの面に貼付すること
　（外装容器は電池マークを1つの面に貼付できる大きさを確保すること）

リチウムイオン電池（UN 3481）

機器と電池が同梱（PI 966） 機器に電池が組込み（PI 967）

リチウム金属電池（UN 3091）

機器と電池が同梱（PI 969） 機器に電池が組込み（PI 970）

電池の形式
容量など

梱包状態

電池マーク

電池の形式
容量など

梱包状態

電池マーク



【 当社の定めた航空輸送ルール 】　
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